














 



令和元年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
七
章
を
第
八
章
と
し
、
第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
七
章

部
局
の
長
の
範
囲
等

第
二
十
五
条

準
用
通
則
法
第
二
十
六
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
指
定
す
る
部
局
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

大
学
の
教
養
部
の
長

二

大
学
に
附
置
さ
れ
る
研
究
所
の
長

三

大
学
又
は
大
学
の
医
学
部
若
し
く
は
歯
学
部
に
附
属
す
る
病
院
の
長

四

大
学
に
附
属
す
る
図
書
館
の
長

五

大
学
院
に
置
か
れ
る
研
究
科
（
学
校
教
育
法
第
百
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
組
織
を
含
む
。）の
長

２

準
用
通
則
法
第
二
十
六
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

幼
稚
園
の
副
園
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
講
師
及

び
養
護
助
教
諭

二

小
学
校
、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、

栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
講
師
及
び
養
護
助
教
諭

三

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教

諭
、
助
教
諭
、
講
師
、
養
護
助
教
諭
及
び
実
習
助
手

四

特
別
支
援
学
校
の
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、

講
師
、
養
護
助
教
諭
、
実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員

五

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
副
園
長
、
教
頭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
主
幹
養

護
教
諭
、
養
護
教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
保
育
教
諭
、
講
師
及
び
養
護
助
教
諭

六

専
修
学
校
の
教
員

附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
号
中
「
附
則
別
表
第
一
」
を
「
附
則
別
表
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

（
私
立
学
校
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

私
立
学
校
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
一
条
、
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
」
を
「
第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
」
に
改
め
、

同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
す

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
私
立
学
校
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
同
条

の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
学
校
法
人
等
の
関
係
者
）

第
一
条

私
立
学
校
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
六
条
の
二
（
法
第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
政
令
で
定
め
る
学
校
法
人
（
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
十
四
条
第

四
項
の
法
人
。
第
一
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
関
係
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
学
校
法
人
の
設
立
者
、
理
事
、
監
事
、
評
議
員
又
は
職
員
（
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
私
立
学
校
又

は
私
立
専
修
学
校
若
し
く
は
私
立
各
種
学
校
の
校
長
、
教
員
そ
の
他
の
職
員
を
含
む
。）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
内
の
親
族

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
九
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
九
十
七
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法

附
則
第
三
条
第
三
項
及
び
第
十
一
項
並
び
に
第
十
二
条
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条

第
七
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
八
条

第
十
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
指
定
国
立
大
学
法
人
」
を
「
指
定
国
立
大
学
法
人
等
」
に
、「
第
七
章

雑
則
（
第
二
十
五
条

第
二
十

七
条
）」を
「
第
七
章

部
局
の
長
の
範
囲
等
（
第
二
十
五
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
二
十
六
条

第
二
十
八
条
）」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
五
条
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
学
長
」
の
下
に「（
理
事
長
を
置
く
国
立
大
学
法
人
に
あ
っ
て
は
、
理
事
長
）」を
加
え
る
。

第
六
章
の
章
名
中
「
指
定
国
立
大
学
法
人
」
を
「
指
定
国
立
大
学
法
人
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
第
三
十
四
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に「（
法
第
三
十
四
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
指
定
国
立
大
学
法
人
」
の
下
に
「
又
は
指
定
国
立
大
学
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
他
の
法
令
の

準
用
）」を
付
す
る
。
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令和元年月日 水曜日 (号外第号)官 報

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維

持
す
る
者

五

当
該
学
校
法
人
の
設
立
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
が
事
業
活
動
を
支
配
す
る
法
人
又

は
そ
の
法
人
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
八
十
九

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
一
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
立
大
学
法
人
岐
阜
大
学
（
以
下
「
旧
岐
阜
大
学
」
と
い
う
。）及
び
同
法
附
則
第
六
条

の
規
定
に
よ
り
国
立
大
学
法
人
東
海
国
立
大
学
機
構
と
な
つ
た
旧
国
立
大
学
法
人
名
古
屋
大
学
（
以
下
「
旧
名

古
屋
大
学
」
と
い
う
。）

第
九
条
の
四
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
三
十
五

旧
岐
阜
大
学
及
び
旧
名
古
屋
大
学

（
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め

の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
国
立
大
学
に
」
を
「
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
に
」
に
、「
国
立
大
学

の
学
長
」
を
「
国
立
大
学
法
人
の
学
長
又
は
理
事
長
」
に
改
め
る
。

一

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
十
四
号
）
第

一
条
第
一
項

二

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

二
十
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項

（
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
四
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、同
条
第
二
項
中「
第

三
十
一
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
」
に
、「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
四
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
四
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
中
「
、
国
立
大
学
法
人
岐
阜
大
学
」
を
削
り
、「
国
立
大
学
法
人
電
気
通
信
大
学
」
の
下
に
「
、
国
立
大
学

法
人
東
海
国
立
大
学
機
構
」
を
加
え
、「
、
国
立
大
学
法
人
名
古
屋
大
学
」
を
削
る
。

（
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
学
長
」
の
下
に
「
若
し
く
は
理
事
長
」
を
加
え
る
。

第
二
章

経
過
措
置

（
国
が
承
継
す
る
資
産
の
範
囲
等
）

第
八
条

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
及
び
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附

則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
承
継
す
る
資
産
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
承
継
す
る
資
産
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
等
）

第
九
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
大
学
法
人
東
海
国
立
大
学
機
構
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則

第
三
項
に
お
い
て
「
東
海
国
立
大
学
機
構
」
と
い
う
。）が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
国
立
大
学
法
人
岐
阜
大
学
（
次
条
第

一
項
及
び
附
則
第
三
項
に
お
い
て
「
岐
阜
大
学
法
人
」
と
い
う
。）の
行
っ
た
事
業
に
係
る
積
立
金
の
処
分
の
業
務
に

つ
い
て
は
、
東
海
国
立
大
学
機
構
の
行
っ
た
事
業
に
係
る
積
立
金
の
処
分
の
業
務
と
み
な
し
て
、
国
立
大
学
法
人
法

施
行
令
第
三
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
四
条
第
一
項
中
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の

次
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
東
海
国
立
大
学
機
構
の
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元

年
法
律
第
十
一
号
）
の
施
行
の
日
を
含
む
」
と
、
同
項
中
「
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六

月
三
十
日
」
と
あ
り
、
及
び
同
令
第
五
条
第
一
項
中
「
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十

日
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
二
年
六
月
三
十
日
」
と
、
同
令
第
六
条
中
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の

七
月
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
二
年
七
月
十
日
」
と
す
る
。

（
岐
阜
大
学
法
人
の
解
散
の
登
記
の
嘱
託
等
）

第
十
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
大
学
法
人
が
解
散
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
解
散
の
登
記
を
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
記
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
に
係
る
解
散
の
登
記
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
記
記
録
を
閉
鎖
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
私
立
学
校
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
一
号
）
の
項
中
「
第
一
条
、
第
二
条
第
二
項
及
び

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
」
を
「
第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
四
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

岐
阜
大
学
法
人
の
最
終
事
業
年
度
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
を
い
う
。）の
事
業
活
動
に
係

る
環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
環
境
報
告
書
の
作
成
及
び
公
表
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
大
学
法

人
の
事
業
活
動
を
東
海
国
立
大
学
機
構
の
事
業
活
動
と
み
な
し
て
、
東
海
国
立
大
学
機
構
が
行
う
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
・
環
境
省
令
」
と
、「
毎
事
業
年

度
、」と
あ
る
の
は
「
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
の
事
業
活
動
に
係
る
」
と
、
同
法
第
十
六
条
中

「
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及

び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
九
十
七
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
第
九
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

石
田

真
敏

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

環
境
大
臣

原
田

義
昭





○

私
立
学
校
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
一
号
）
〔
第
二
条
関
係
〕

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
学
校
法
人
等
の
関
係
者
）

第
一
条

私
立
学
校
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
二
（
法
第
六
十
四

（
新
設
）

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
学
校
法
人
（
同

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人
。
第
一

号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
関
係
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
学
校
法
人
の
設
立
者
、
理
事
、
監
事
、
評
議
員
又
は
職
員
（
当
該
学
校
法

人
の
設
置
す
る
私
立
学
校
又
は
私
立
専
修
学
校
若
し
く
は
私
立
各
種
学
校
の
校
長

、
教
員
そ
の
他
の
職
員
を
含
む
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
内
の
親
族

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者

四

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他

の
財
産
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
す
る
者

五

当
該
学
校
法
人
の
設
立
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
人
が
事

業
活
動
を
支
配
す
る
法
人
又
は
そ
の
法
人
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
と
し
て
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

（
登
記
の
届
出
等
）

（
登
記
の
届
出
等
）

chinatsu-k
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第
二
条

都
道
府
県
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
又
は
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の

第
一
条

都
道
府
県
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
又
は
私
立
学
校
法
（
以
下
「
法

法
人
は
、
組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
登

」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人
は
、
組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年

記
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登
記
事
項
証
明
書
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
都
道
府

政
令
第
二
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
記
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登
記
事
項

県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
明
書
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
都
道
府
県
知
事
等
を
経
由
す
る
申
請
）

（
都
道
府
県
知
事
等
を
経
由
す
る
申
請
）

第
三
条

法
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
て
す
る
申
請
の
う
ち
、
次
に
掲

第
二
条

法
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
て
す
る
申
請
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
（
第
一
号
に
掲
げ
る
申
請
の
う
ち
地
方
自
治
法

げ
る
も
の
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
（
第
一
号
に
掲
げ
る
申
請
の
う
ち
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

七
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関

六
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関

す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
次
項
に

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
次
項
に

お
い
て
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

お
い
て
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

当
該
指
定
都
市
等
の
長
）
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
指
定
都
市
等
の
長
）
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
文
部
科
学
大
臣
に
対
す
る
協
議
）

（
文
部
科
学
大
臣
に
対
す
る
協
議
）

第
四
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

（
学
校
法
人
及
び
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人
の
台
帳
の
調
製
等
）

（
学
校
法
人
及
び
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法
人
の
台
帳
の
調
製
等
）
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第
五
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
台
帳
の
記
載
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
台
帳
の
記
載
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
は
、
す
み

か
に
、
加
除
訂
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

や
か
に
、
加
除
訂
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
台
帳
等
の
保
存
）

（
台
帳
等
の
保
存
）

第
六
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
七
条

第
二
条
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
都
道

第
六
条

第
一
条
、
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
並
び
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市

府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
並
び
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市

等
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号

等
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。



 



改

正

後

改

正

前

（
法
人
が
事
業
活
動
を
支
配
す
る
法
人
等
）

第
一
条
の
二

私
立
学
校
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第

一
条
第
五
号
の
法
人
が
事
業
活
動
を
支
配
す
る
法

人
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
学

校
法
人
の
設
立
者
で
あ
る
法
人
が
他
の
法
人
の
財

務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し

て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
（
第
三
項

第
一
号
に
お
い
て
「
子
法
人
」と
い
う
。）と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

２

令
第
一
条
第
五
号
の
法
人
の
事
業
活
動
を
支
配

す
る
者
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
一
の
者
が
当
該
法
人
の
財
務
及
び
営
業
又
は

事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お

け
る
当
該
一
の
者
と
す
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
「
財
務
及
び
営
業
又
は
事

業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
」と
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
を
い
う
。

一

学
校
法
人
の
設
立
者
で
あ
る
法
人
（
第
一
項

に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。）又
は
前
項
に
規
定

す
る
当
該
一
の
者
（
そ
の
者
が
財
務
及
び
営
業

又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
一
又
は

二
以
上
の
法
人
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
「
支

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
文
部
科
学
省
令
第
十
五
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
一
号
）、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
九
十
七
号
）
及
び
成
年
被
後

見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
三
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
私
立
学
校
法
施
行
規
則
及
び
文
部
科
学
省
の

所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
九
月
十
七
日

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

私
立
学
校
法
施
行
規
則
及
び
文
部
科
学
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保

存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
私
立
学
校
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

私
立
学
校
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
文
部
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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配
法
人
等
」
と
い
う
。）が
そ
れ
ぞ
れ
子
法
人
又

は
学
校
法
人
の
設
立
者
で
あ
る
法
人
（
前
項
に

規
定
す
る
場
合
に
限
る
。）（
次
号
に
お
い
て「
被

支
配
法
人
」
と
い
う
。）の
意
思
決
定
機
関
（
社

員
総
会
そ
の
他
の
団
体
の
財
務
及
び
営
業
又
は

事
業
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
を
い
う
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。）に
お
け
る
議
決
権
の
過
半
数

を
有
す
る
場
合

二

被
支
配
法
人
の
意
思
決
定
機
関
の
構
成
員
の

総
数
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
者
の
数
の
割
合
が

百
分
の
五
十
を
超
え
る
場
合

イ

支
配
法
人
等
の
役
員
（
理
事
、
監
事
、
取

締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執
行
役
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。）若
し
く
は

評
議
員
又
は
職
員

ロ

支
配
法
人
等
に
よ
つ
て
当
該
構
成
員
に
選

任
さ
れ
た
者

ハ

当
該
構
成
員
に
就
任
し
た
日
前
五
年
以
内

に
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
者

（
寄
附
行
為
認
可
申
請
手
続
）

（
寄
附
行
為
認
可
申
請
手
続
）

第
二
条

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大

臣
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の
設
立
を
目
的
と

す
る
寄
附
行
為
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
及
び
寄
附
行
為
に
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る

私
立
大
学
又
は
私
立
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
私

立
大
学
等
」
と
い
う
。）の
開
設
す
る
年
度
（
以
下

「
開
設
年
度
」
と
い
う
。）の
前
々
年
度
の
十
月
一

日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
文
部
科
学
大

臣
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大

臣
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の
設
立
を
目
的
と

す
る
寄
附
行
為
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
及
び
寄
附
行
為
に
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る

私
立
大
学
又
は
私
立
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
私

立
大
学
等
」
と
い
う
。）の
開
設
す
る
年
度
（
以
下

「
開
設
年
度
」
と
い
う
。）の
前
々
年
度
の
十
月
一

日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
文
部
科
学
大

臣
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
四

﹇
略
﹈

一
〜
四

﹇
同
上
﹈

五

役
員
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

五

役
員
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

役
員
の
就
任
承
諾
書
及
び
履
歴
書

イ

役
員
の
就
任
承
諾
書
及
び
履
歴
書

ロ

役
員
の
う
ち
に
、
各
役
員
に
つ
い
て
、
そ

の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
が
一
人

を
超
え
て
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
類

ロ

役
員
の
う
ち
に
、
各
役
員
に
つ
い
て
、
そ

の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
が
一
人

を
超
え
て
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
類

ハ

役
員
が
法
第
三
十
八
条
第
八
項
第
一
号
又

は
第
二
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

証
す
る
書
類

ハ

役
員
が
法
第
三
十
八
条
第
八
項
に
お
い
て

準
用
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
九
条
各
号
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六
〜
八

﹇
略
﹈

六
〜
八

﹇
同
上
﹈

２
〜
７

﹇
略
﹈

２
〜
７

﹇
同
上
﹈

（
役
員
の
職
務
の
適
正
な
執
行
が
で
き
な
い
者
）

第
三
条
の
二

法
第
三
十
八
条
第
八
項
第
二
号
（
法

第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
精

神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
役
員
の
職
務
を
適
正
に

執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び

意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と

す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

（
責
任
の
一
部
免
除
に
係
る
報
酬
等
の
額
の
算
定

方
法
）

第
三
条
の
三

法
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
（
法
第

六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
準
用
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
」

と
い
う
。）第
百
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ

れ
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

役
員
が
そ
の
在
職
中
に
報
酬
、
賞
与
そ
の
他

の
職
務
執
行
の
対
価
（
当
該
役
員
の
う
ち
理
事

が
当
該
学
校
法
人
（
法
第
六
十
四
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第

四
項
の
法
人（
以
下「
準
学
校
法
人
」と
い
う
。）。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
職

員
を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の

報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
を
含

む
。）と
し
て
学
校
法
人
か
ら
受
け
、
又
は
受
け

る
べ
き
財
産
上
の
利
益
（
次
号
に
定
め
る
も
の

を
除
く
。）の
額
の
会
計
年
度
（
次
の
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
日
を
含
む
会
計
年
度
及

び
そ
の
前
の
各
会
計
年
度
に
限
る
。）ご
と
の
合

計
額
（
当
該
会
計
年
度
の
期
間
が
一
年
で
な
い

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
合
計
額
を
一
年
当
た

り
の
額
に
換
算
し
た
額
）
の
う
ち
最
も
高
い
額

イ

準
用
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
第
百
十
三

条
第
一
項
の
評
議
員
会
の
決
議
を
行
つ
た
場

合

当
該
評
議
員
会
の
決
議
の
日

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



ロ

準
用
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
第
百
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
寄
附
行
為
の
定
め

に
基
づ
い
て
責
任
を
免
除
す
る
旨
の
理
事
会

の
決
議
を
行
つ
た
場
合

当
該
決
議
の
あ
つ

た
日

ハ

準
用
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
第
百
十
五

条
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
た
場
合

責
任

の
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
（
二
以
上

の
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最
も
遅
い

日
）

二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て

得
た
額

イ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

当
該
役
員
が
当
該
学
校
法
人
か
ら
受
け

た
退
職
慰
労
金
の
額

当
該
役
員
の
う
ち
理
事
が
当
該
学
校
法

人
の
職
員
を
兼
ね
て
い
た
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
と
し
て
の
退
職
手
当
の
う
ち
当

該
役
員
の
う
ち
理
事
を
兼
ね
て
い
た
期
間

の
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
る
部
分
の
額

又
は

に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有

す
る
財
産
上
の
利
益
の
額

ロ

当
該
役
員
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数

（
当
該
役
員
が
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す

る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年

数
を
超
え
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

数
）

理
事
長

六

理
事
長
以
外
の
理
事
で
あ
つ
て
、
次
に

掲
げ
る
者

四

寄
附
行
為
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

理
事
長
を
補
佐
し
て
学
校
法
人
の
業
務

を
掌
理
す
る
理
事
と
し
て
選
定
さ
れ
た

も
の当

該
学
校
法
人
の
業
務
を
執
行
し
た

理
事
（

に
掲
げ
る
理
事
を
除
く
。）

当
該
学
校
法
人
の
職
員

理
事
（

及
び

に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）又
は
監
事

二

（
責
任
の
免
除
の
決
議
後
に
受
け
る
退
職
慰
労
金

等
）

第
三
条
の
四

準
用
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
第
百

十
三
条
第
四
項
（
準
用
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法

第
百
十
四
条
第
五
項
及
び
第
百
十
五
条
第
五
項
に

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

退
職
慰
労
金

二

当
該
役
員
の
う
ち
理
事
が
当
該
学
校
法
人
の

職
員
を
兼
ね
て
い
た
と
き
は
、
当
該
職
員
と
し

て
の
退
職
手
当
の
う
ち
当
該
役
員
の
う
ち
理
事

を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
職
務
執
行
の
対
価
で
あ

る
部
分

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財

産
上
の
利
益

（
財
産
目
録
等
の
作
成
）

（
計
算
書
類
の
作
成
）

第
四
条
の
四

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
六
十

四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
書
類

（
事
業
報
告
書
に
あ
つ
て
は
財
務
の
状
況
に
関
す

る
部
分
に
限
り
、
役
員
等
名
簿
を
除
く
。）の
作
成

は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
学
校
法
人

会
計
の
基
準
そ
の
他
の
学
校
法
人
会
計
の
慣
行
に

従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
四

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
六
十

四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
書
類

（
事
業
報
告
書
に
あ
つ
て
は
、
財
務
の
状
況
に
関

す
る
部
分
に
限
る
。）の
作
成
は
、
一
般
に
公
正
妥

当
と
認
め
ら
れ
る
学
校
法
人
会
計
の
基
準
そ
の
他

の
学
校
法
人
会
計
の
慣
行
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
同
上
﹈

４

法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
の
う

ち
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、当
該
学
校
法
人（
法

第
六
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
準
学
校
法
人
。）の
状
況
に
関
す
る
重

要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
財
産
上
の
利
益
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
に
定
め
る
事
項
）

第
四
条
の
五

法
第
四
十
八
条
第
一
項
（
法
第
六
十

四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
規
定
す
る
役
員
に
対
す
る
報
酬
等
の
支
給
の
基

準
に
お
い
て
は
、
役
員
の
勤
務
形
態
に
応
じ
た
報

酬
等
の
区
分
及
び
そ
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
支

給
の
方
法
及
び
形
態
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

﹇
条
を
削
る
。﹈

第
七
条

削
除

（
合
併
認
可
申
請
手
続
）

（
合
併
認
可
申
請
手
続
）

第
六
条

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
合

併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
轄
庁

に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
合

併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
轄
庁

に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

﹇
略
﹈

一
〜
五

﹇
同
上
﹈

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



六

合
併
前
の
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
に
つ

い
て
、
次
に
掲
げ
る
書
類

六

合
併
前
の
学
校
法
人
又
は
法
第
六
十
四
条
第

四
項
の
法
人
（
以
下「
準
学
校
法
人
」と
い
う
。）

に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
〜
ハ

﹇
略
﹈

イ
〜
ハ

﹇
同
上
﹈

七
〜
九

﹇
略
﹈

七
〜
九

﹇
同
上
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
同
上
﹈

（
公
表
）

第
七
条

法
第
六
十
三
条
の
二
の
公
表
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

２

法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
四
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照

表
、
収
支
計
算
書
、
事
業
報
告
書
及
び
役
員
等
名

簿
（
個
人
の
住
所
に
係
る
記
載
の
部
分
を
除
く
。）

と
す
る
。

（
登
記
の
届
出
等
）

（
登
記
の
届
出
等
）

第
十
三
条

令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

は
、
理
事
又
は
監
事
が
就
任
し
た
と
き
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に

そ
の
年
月
日
、
理
事
又
は
監
事
が
退
任
し
た
と
き

並
び
に
理
事
（
理
事
長
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。）が
理
事
長
の
職
務
を
代
理
し
、
又

は
理
事
長
の
職
務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
と
き
及

び
理
事
長
の
職
務
を
代
理
す
る
理
事
が
当
該
職
務

の
代
理
を
や
め
た
と
き
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
そ
の
氏
名
及
び
そ
の
年
月
日
と
す
る
。

第
十
三
条

私
立
学
校
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
一

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
理
事
又
は
監
事

が
就
任
し
た
と
き
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

そ
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
年
月
日
、
理
事

又
は
監
事
が
退
任
し
た
と
き
並
び
に
理
事
（
理
事

長
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
理

事
長
の
職
務
を
代
理
し
、
又
は
理
事
長
の
職
務
を

行
う
こ
と
と
な
つ
た
と
き
及
び
理
事
長
の
職
務
を

代
理
す
る
理
事
が
当
該
職
務
の
代
理
を
や
め
た
と

き
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
氏
名
及
び

そ
の
年
月
日
と
す
る
。

２
・
３

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
同
上
﹈

４

令
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
二

項
の
届
出
が
、
理
事
又
は
監
事
の
就
任
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
届
出
書
に
第
三
条
第
一
項

第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
理
事
長
そ
の
他
の
代
表
権

を
有
す
る
理
事
の
異
動
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
届
出
書
に
同
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。

４

令
第
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
二

項
の
届
出
が
、
理
事
又
は
監
事
の
就
任
に
係
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
届
出
書
に
第
二
条
第
一
項

第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
四
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
理
事
長
そ
の
他
の
代
表
権

を
有
す
る
理
事
の
異
動
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
届
出
書
に
同
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
法
人
及
び
準
学
校
法
人
台
帳
）

（
学
校
法
人
及
び
準
学
校
法
人
台
帳
）

第
十
四
条

令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
台
帳
の

様
式
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
四
条

令
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
台
帳
の

様
式
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

法
令
名

条
項

法
令
名

条
項

私
立
学
校
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
七

十
号
）

第
三
十
三
条
の
二
、
第

三
十
三
条
の
三
及
び
第

四
十
七
条
第
二
項

私
立
学
校
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
七

十
号
）

第
三
十
三
条
の
二
及
び

第
四
十
七
条
第
二
項

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

別
表
第
二
（
第
五
条

第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条

第
七
条
関
係
）

法
令
名

条
項

法
令
名

条
項

私
立
学
校
法

第
三
十
三
条
の
二
、
第

三
十
三
条
の
三
、
第
三

十
七
条
第
三
項
第
四

号
、
第
四
十
五
条
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
四
十
七
条
第
一
項
並

び
に
第
四
十
八
条
第
一

項

私
立
学
校
法

第
三
十
三
条
の
二
、
第

三
十
七
条
第
三
項
第
三

号
及
び
第
四
十
七
条
第

一
項

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

別
表
第
三
（
第
八
条
、
第
九
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
八
条
、
第
九
条
関
係
）

法
令
名

条
項

法
令
名

条
項

私
立
学
校
法

第
三
十
三
条
の
二
及
び

第
四
十
七
条
第
二
項

私
立
学
校
法

第
四
十
七
条
第
二
項

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
私
立
学
校
法
施
行
規
則
第
二
条
第
五
号

ハ
及
び
第
三
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報

（
文
部
科
学
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

文
部
科
学
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。





様式参考例 別添３

（単位　円）

　資産の部

本年度末 前年度末 増　　減

 固定資産

有形固定資産

土地

建物

構築物

教育研究用機器備品

管理用機器備品

図書

車両

建設仮勘定

(何)

特定資産

第２号基本金引当特定資産

第３号基本金引当特定資産

(何)引当特定資産

その他の固定資産

借地権

電話加入権

施設利用権

ソフトウエア

有価証券

収益事業元入金

長期貸付金

(何)

 流動資産

現金預金

未収入金

貯蔵品

短期貸付金

有価証券

(何)

 資産の部合計

貸　借　対　照　表

年　月　日

科目



　負債の部

本年度末 前年度末 増　　減

 固定負債

長期借入金

学校債

長期未払金

退職給与引当金

(何)

 流動負債

短期借入金

１年以内償還予定学校債

手形債務

未払金

前受金

預り金

(何)

 負債の部合計

 純資産の部

本年度末 前年度末 増　　減

 基本金

第1号基本金

第2号基本金

第3号基本金

第4号基本金

 繰越収支差額

翌年度繰越収支差額

 純資産の部合計

 負債及び純資産の部合計

　注記　重要な会計方針

　　　　重要な会計方針の変更等

        減価償却額の累計額の合計額

　　　　徴収不能引当金の合計額

　　　　担保に供されている資産の種類及び額

　　　　翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

　　　　当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

　　　　その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

　（注）１　この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるも

　　　　　のとする。

　　　　２　この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるも

　　　　　のとする。

科目

科目



様式参考例 別添４－１

（単位　円）

   収入の部

予　　算 決　　算 差　　異

 学生生徒等納付金収入

授業料収入

入学金収入

実験実習料収入

施設設備資金収入

（何）

 手数料収入

入学検定料収入

試験料収入

証明手数料収入

（何）

 寄付金収入

特別寄付金収入

一般寄付金収入

 補助金収入

国庫補助金収入

地方公共団体補助金収入

（何）

 資産売却収入

施設売却収入

設備売却収入

有価証券売却収入

（何）

 付随事業・収益事業収入

補助活動収入

附属事業収入

受託事業収入

収益事業収入

資　金　収　支　計　算　書

　年　月　日から
　年　月　日まで

科　　　　　　　　　目



（何）

 受取利息・配当金収入

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金収入

 雑収入

施設設備利用料収入

廃品売却収入

（何）

 借入金等収入

長期借入金収入

短期借入金収入

学校債収入

 前受金収入

授業料前受金収入

入学金前受金収入

実験実習料前受金収入

施設設備資金前受金収入

（何）

 その他の収入

第２号基本金引当特定資産取崩収入

第３号基本金引当特定資産取崩収入

(何)引当特定資産取崩収入

前期末未収入金収入

貸付金回収収入

預り金受入収入

（何）

 資金収入調整勘定  △  △

期末未収入金  △  △

前期末前受金  △  △

（何）  △  △

 前年度繰越支払資金

 収入の部合計



   支出の部

予　　算 決　　算 差　　異

 人件費支出

教員人件費支出

職員人件費支出

役員報酬支出

退職金支出

（何）

 教育研究経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

奨学費支出

（何）

 管理経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

（何）

 借入金等利息支出

借入金利息支出

学校債利息支出

 借入金等返済支出

借入金返済支出

学校債返済支出

 施設関係支出

土地支出

建物支出

構築物支出

建設仮勘定支出

(何)

 設備関係支出

教育研究用機器備品支出

管理用機器備品支出

科　　　　　　　　　目



図書支出

車両支出

ソフトウエア支出

(何)

 資産運用支出

有価証券購入支出

第２号基本金引当特定資産繰入支出

第３号基本金引当特定資産繰入支出

(何)引当特定資産繰入支出

収益事業元入金支出

(何)

 その他の支出

貸付金支払支出

手形債務支払支出

前期末未払金支払支出

預り金支払支出

前払金支払支出

(何)

〔予備費〕
(             )

 資金支出調整勘定  △  △

期末未払金  △  △

前期末前払金  △  △

(何)  △  △

 翌年度繰越支払資金

 支出の部合計

（注）１　この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式による

　　　　ものとする。

　　　２　この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式による

　　　　ものとする。

      ３　予算の欄の予備費の項の（　）内には、予備費の使用額を記載し、（　）外には、未使

      　用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びそ

      　の金額を注記する。



様式参考例 別添４－２

（単位　円）

金　　　額

 学生生徒等納付金収入

 手数料収入

 特別寄付金収入

 一般寄付金収入

 経常費等補助金収入

 付随事業収入

 雑収入

 (何)

 教育活動資金収入計 

 人件費支出

 教育研究経費支出

 管理経費支出

 教育活動資金支出計

 差引 

 調整勘定等

 教育活動資金収支差額

金　　　額

 施設設備寄付金収入

 施設設備補助金収入

 施設設備売却収入

 第２号基本金引当特定資産取崩収入

 (何)引当特定資産取崩収入

 (何)

 施設整備等活動資金収入計 

 施設関係支出

 設備関係支出

 第２号基本金引当特定資産繰入支出

 (何)引当特定資産繰入支出

 (何)

 施設整備等活動資金支出計

 差引

 調整勘定等

 施設整備等活動資金収支差額 

 　小計(教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額)

施
設
整
備
等
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

科　    目

収
入

支
出

活　動　区　分　資　金　収　支　計　算　書

年　月　日から
年　月　日まで

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

科　    目

収
入

支
出



金　　　額

 借入金等収入

 有価証券売却収入

 第３号基本金引当特定資産取崩収入

 (何)引当特定資産取崩収入

 (何)

小計

 受取利息・配当金収入

 収益事業収入

 (何)

 その他の活動資金収入計 

 借入金等返済支出

 有価証券購入支出

 第３号基本金引当特定資産繰入支出

 (何)引当特定資産繰入支出

 収益事業元入金支出

 (何)

小計

 借入金等利息支出

 (何)

 その他の活動資金支出計 

 差引 

 調整勘定等 

 その他の活動資金収支差額 

 　支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額)

 　前年度繰越支払資金

 　翌年度繰越支払資金

（注）１　この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるも

　　　　のとする。

　　　２　この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるも

　　　　のとする。

      ３　調整勘定等の項には、活動区分ごとに、資金収支計算書の調整勘定（期末未収入金、前期

　 　　 末前受金、期末未払金、前期末前払金等）に調整勘定に関連する資金収入（前受金収入、前

        期末未収入金収入等）及び資金支出（前期末未払金支払支出、前払金支払支出等）を相互に

        加減した額を記載する。また、活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程を注記する。

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

科　    目

収
入

支
出



様式参考例 別添４－３

（単位　円）

予　　算 決　　算 差　　異

 学生生徒等納付金

授業料

入学金

実験実習料

施設設備資金

（何）

 手数料

入学検定料

試験料

証明手数料

（何）

 寄付金

特別寄付金

一般寄付金

現物寄付

 経常費等補助金

国庫補助金

地方公共団体補助金

（何）

 付随事業収入

補助活動収入

附属事業収入

受託事業収入

（何）

 雑収入

施設設備利用料

廃品売却収入

（何）

 教育活動収入計 

予　　算 決　　算 差　　異

 人件費

教員人件費

職員人件費

事　業　活　動　収　支　計　算　書

年　　月　　日から
年　　月　　日まで

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

科　　　　　目

事
業
活
動
支
出
の
部

科　　　　　目



役員報酬

退職給与引当金繰入額

退職金

（何）

 教育研究経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

奨学費

減価償却額

（何）

 管理経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

減価償却額

（何）

 徴収不能額等

徴収不能引当金繰入額

徴収不能額

 教育活動支出計 

教育活動収支差額 

予　　算 決　　算 差　　異

 受取利息・配当金

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金

 その他の教育活動外収入

 収益事業収入

（何）

 教育活動外収入計

予　　算 決　　算 差　　異

 借入金等利息

借入金利息

学校債利息

 その他の教育活動外支出

（何）

 教育活動外支出計 

教育活動外収支差額 

経常収支差額 

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

科　　　　　目

事
業
活
動
支
出
の
部

科　　　　　目

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部



予　　算 決　　算 差　　異

 資産売却差額

（何）

 その他の特別収入

施設設備寄付金

現物寄付

施設設備補助金

過年度修正額

（何）

 特別収入計

予　　算 決　　算 差　　異

 資産処分差額

（何）

 その他の特別支出

災害損失

過年度修正額

（何）

 特別支出計 

特別収支差額

 〔予備費〕　 (             )

 基本金組入前当年度収支差額　

 基本金組入額合計  △  △

 当年度収支差額 

 前年度繰越収支差額 

 基本金取崩額

 翌年度繰越収支差額 

 （参考）　

 事業活動収入計

 事業活動支出計

（注）１　この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式による

　　　　ものとする。

　　　２　この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式による

　　　　ものとする。

      ３　予算の欄の予備費の項の（　）内には、予備費の使用額を記載し、（　）外には、未使

      　用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びそ

      　の金額を注記する。

特
別
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

科　　　　　目

事
業
活
動
支
出
の
部

科　　　　　目



 



 

 

参考例                               別添５ 

事業報告書 

 

１．法人の概要 

(1)基本情報 

①法人の名称 

②主たる事務所の住所、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページアドレス等 

 

(2)建学の精神 

 

(3)学校法人の沿革 

 

(4)設置する学校・学部・学科等 

 

(5)学校・学部・学科等の学生数の状況         

(○○年５月１日現在) 

学校名 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

大学 ○○学部     

××学部     

短期大学 △△学科     

 

(6)収容定員充足率 

                  (毎年度５月１日現在) 

学校名 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 

大学      

短期大学      

 

(7)役員の概要 

・定員数、役員の氏名、就任年月日、常勤・非常勤の別、主な現職等 

 

(8)評議員の概要 

・定員数、評議員の氏名、就任年月日、主な現職等 

 

(9)教職員の概要 

・教職員の本務・兼務別の人数、平均年齢等 

 

(10)その他 

・系列校の状況 

 

２．事業の概要 

(1)主な教育・研究の概要 

・「卒業の認定に関する方針」、「教育課程の編成及び実施に関する方針」、「入学者の

受入れに関する方針」 



 

 

(2)中期的な計画（教学・人事・施設・財務等）及び事業計画の進捗・達成状況 

 

(3)その他 

 

３．財務の概要 

(1)決算の概要 

①貸借対照表関係 

ア)貸借対照表の状況と経年比較 

 

 

 

 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 

固定資産      

流動資産      

資産の部合計      

固定負債      

流動負債      

負債の部合計      

基本金      

繰越収支差額      

純資産の部合計      

負債及び純資産

の部合計 

     

 

イ)財務比率の経年比較 

・運用資産余裕比率、流動比率、総負債比率、前受金保有率、基本金比率、積立率

等 

 

②資金収支計算書関係 

ア)資金収支計算書の状況と経年比較 

 

 

 

収入の部   ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 

学生生徒等納付金収入      

手数料収入      

寄付金収入      

補助金収入      

資産売却収入      

付随事業・収益事業収入      

受取利息・配当金収入      

雑収入      



 

 

借入金等収入      

前受金収入      

その他の収入      

資金収入調整勘定      

前年度繰越支払資金      

収入の部合計      

 

支出の部 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 

人件費支出      

教育研究経費支出      

管理経費支出      

借入金等利息支出      

借入金等返済支出      

施設関係支出      

設備関係支出      

資産運用支出      

その他の支出      

資金支出調整勘定      

翌年度繰越支払資金      

支出の部合計      

 

イ)活動区分資金収支計算書の状況と経年比較 

 

 

 

科 目 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 

教育活動による資金収支 

 教育活動資金収入計      

教育活動資金支出計      

差引      

調整勘定等      

教育活動資金収支差

額 

     

施設整備等活動による資金収支 

 施設整備等活動資金

収入計 

     

施設整備等活動資金

支出計 

     

差引      

調整勘定等      

施設整備等活動資金

収支差額 

     



 

 

小計（教育活動資金収

支差額＋施設整備等活

動資金収支差額） 

     

その他の活動による資金収支 

 その他の活動資金収

入計 

     

その他の活動資金支

出計 

     

差引      

調整勘定等      

その他の活動資金収

支差額 

     

支払資金の増減額（小

計＋その他の活動資金

収支差額） 

     

前年度繰越支払資金      

翌年度繰越支払資金      

 

ウ)財務比率の経年比較 

・教育活動資金収支差額比率 

 

③事業活動収支計算書関係 

ア)事業活動収支計算書の状況と経年比較 

 

 

 

科 目 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 

教
育
活
動
収
支 

事業活動収入の部 

学生生徒等納付金      

手数料      

寄付金      

経常費等補助金      

付随事業収入      

雑収入      

教育活動収入計      

事業活動支出の部 

人件費      

教育研究経費      

管理経費      

徴収不能額等      

教育活動支出計      

教育活動収支差額      



 

 

教
育
活
動
外
収
支 

事業活動収入の部 

受取利息・配当金      

その他の教育活動外収入      

教育活動外収入計      

事業活動支出の部 

借入金等利息      

その他の教育活動外支出      

教育活動外支出計      

教育活動外収支差額      

経常収支差額      

特
別
収
支 

事業活動収入の部      

資産売却差額      

その他の特別収入      

特別収入計      

事業活動支出の部      

資産処分差額      

その他の特別支出      

特別支出計      

特別収支差額      

基本金組入前当年度収支差額      

基本金組入額合計      

当年度収支差額      

前年度繰越収支差額      

基本金取崩額      

翌年度繰越収支差額      

（参考）      

事業活動収入計      

事業活動支出計      

 

イ)財務比率の経年比較 

・人件費比率、教育研究経費比率、管理経費比率、事業活動収支差額比率、学生生

徒等納付金比率、経常収支差額比率等 

 

(2)その他 

①有価証券の状況 

・種類、貸借対照表計上額、時価、差額等 

 

②借入金の状況 

・借入先、期末残高、利率、返済期限等 

 

③学校債の状況 

・発行年度、本年度末残高、利率、償還期限等 



 

 

④寄付金の状況 

 

⑤補助金の状況 

 

⑥収益事業の状況 

 

⑦関連当事者等との取引の状況 

ア)関連当事者 

・役員・法人等の名称、資本金又は出資金、事業内容又は職業、関係内容（役員の

兼任等・事業上の関係）、取引の内容等 

 

イ)出資会社 

・会社の名称、事業内容、資本金等、出資割合、取引の内容、役員の兼任・報酬の

有無等 

 

⑧学校法人間財務取引 

・学校法人名、取引の内容、取引金額等 

 

(3)経営状況の分析、経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策 

 



参考例                             別添６ 

役員の報酬等の支給の基準 

 

 （目的） 

第１条 この規程は，学校法人〇〇学園（以下「この法人」という。）の寄附行

為第○条の規定に基づき，役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

 （定義等） 

第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定め

るところによる。 

(1) 役員とは，理事及び監事をいう。 

(2) 常勤の役員とは，法人において勤務することが常態である者をいう。 

(3) 非常勤の役員とは，常勤の役員以外の者をいう。 

(4) 役員の報酬等とは，報酬，賞与，退職慰労金その他の役員としての職務執

行の対価として受ける財産上の利益であって，その名称の如何を問わない。

この役員の報酬等には，職員給与規程に基づくものを含まない。 

(5) 費用とは，役員としての職務執行に伴い生じる旅費（交通費，宿泊費等）

及び手数料等の経費をいう。 

 

 （報酬等の支給） 

第３条 役員に対しては，次のとおり報酬等を支給するものとする。 

(1) 常勤の役員 報酬〔，賞与，退職慰労金〕 

(2) 非常勤の役員 報酬 

 

※無報酬とする場合は，その旨を定める必要がある。 

 

 （報酬等の額の算定方法） 

＜例１＞ 

第４条 常勤の役員に対する報酬等の額は，次に掲げる報酬等の区分に応じ，

当該各号に定める範囲内で，理事会において決定する。 

(1) 報酬 別表第１に定める額 

(2) 賞与 別表第３に定める算式により算出される額（※支給する場合） 

(3) 退職慰労金 別表第４に定める算式により算出される額（※支給する場合） 

２ 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第５に定める額とする。 

 



＜例２＞ 

第４条 常勤の役員の報酬月額は，別表第２の俸給表のとおりとし，各役員の

報酬月額は俸給表のうちから，理事会において決定する。 

〔２ 常勤の役員の賞与及び退職慰労金は別表第３及び第４に定める算式によ

り算出される額の範囲内で，理事会において決定する。〕 

３ 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第５に定める額とする。 

 

＜例３＞ 

第４条 常勤の役員に対する報酬総額（年額，賞与を含む。）は○○円とし，そ

の範囲内で理事会においてそれぞれ定めた額を支給する。 

〔２ 常勤の役員の退職慰労金は別表４に定める算式により算出される額の範

囲内で，理事会において決定する。〕 

３ 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第５に定める額とする。 

 

 （報酬等の支給方法） 

第５条 常勤の役員に対する報酬等の支給の時期は，次の各号による報酬等の

区分に応じて，当該各号に定める時期とする。 

(1) 報酬 毎月○日（ただし，支給日が土日，祝祭日にあたる場合は，翌営業

日に支払うものとする。） 

〔(2) 賞与 毎年○月及び○月〕 

〔(3）退職慰労金 任期の満了，辞任又は死亡により退職した後○か月以内〕 

２ 非常勤の役員に対する報酬は，理事会又は評議員会への出席など法人運営

のための業務にあたった都度，支給する。 

３ 報酬等は，現金により本人に支給する。ただし，本人の同意を得れば，本

人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。 

４ 報酬等は，法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出

のあった立替金，積立金等を控除して支給する。 

 

 （費用） 

第６条 役員には，別に定める旅費規程に基づいて，旅費を支給する。 

２ 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は，当該費用を

支給する。 

 

 （報酬等の日割り計算） 

第７条 新たに常勤の役員に就任した者には，その日から報酬を支給する。 

２ 常勤の役員が退任し，又は解任された場合は，前日までの報酬を支給する。 



３ 月の中途における就任，退任，又は解任の場合の報酬額については，その

月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割

りによって計算する。 

 

 （端数の処理） 

第８条 この規程により，計算金額に１円未満の端数が生じたときは，その端

数金額が 50 銭未満であるときは，これを切り捨て，その端数金額が 50 銭以

上であるときは，これを１円に切り上げるものとする。 

 

 （公表） 

第９条 この法人は，この規程をもって，私立学校法第 63 条の２第４号に定め

る報酬等の支給の基準として公表する。 

 

 （補則） 

第 10 条 この規程の実施に関し必要な事項は，理事長が理事会の議決を経て，

別に定める。 

 

 （改廃） 

第 11 条 この規程の改廃は，評議員会の意見を聴いた上で，理事会の議決によ

り行う。 

 

附則 この規程は，令和○年○月○日より施行する。 

 

別表第１（常勤の役員の報酬） 

役職名 報酬の額 

理事長 月額 ○○円 

常務理事 月額 ○○円 

理事 月額 ○○円 

監事 月額 ○○円 

 

別表第２（常勤の役員の報酬） 

号俸 理事長 常務理事 理事 監事 

１ 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 

２ 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 

３ 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 

４ 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 



５ 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 

６ 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 

７ 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 

８ 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 

９ 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 

10 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 月額 ○○円 

 

別表第３（常勤の役員の賞与） 

●月の賞与 報酬月額×○か月分 

■月の賞与 報酬月額×○か月分 

 

別表第４（常勤の役員の退職金慰労金算定式） 

最終報酬月額×在任年数×係数 

※上記在任年数は１か年単位とし，端数は月割りとする。ただし，１か月未満

は１か月に切り上げる。 

 

別表第５（非常勤の役員の報酬） 

(1) 理事 

 日 額 

理事会等会議への出席 ○○円 

上記の他，法人業務のための勤務 ○○円 

 

(2) 監事 

 日 額 

監事監査等への出席 ○○円 

上記の他，法人業務のための勤務 ○○円 
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